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仕  様  書 

 

１ 件  名   

進路支援講座業務委託 

 

２ 履行期間 

  契約締結日から令和７年３月３１日まで 

 

３ 履行場所 

  港区立三田中学校（港区三田４－１３－１３）及び港区立青山中学校（港区北青

山１－１－９） 

 

  中学校第３学年の生徒の受講会場は港区立三田中学校とし、中学校第１学年・第

２学年の生徒の受講会場は、原則、以下のとおり所属校別に受講会場を分けるもの

とする。 

生徒の所属校 受講会場 

御成門学園御成門中学校 

三田中学校 

高松中学校 

港南中学校 

白金の丘学園白金の丘中学校 

お台場学園港陽中学校 

港区立三田中学校 

六本木中学校 

高陵中学校 

赤坂学園赤坂中学校 

青山中学校 

港区立青山中学校 

 

４ 業務の目的 

  本業務は、区立中学校の生徒が個々の希望する進路を実現できることを目的とす

る。具体的には、中学校第１学年・第２学年の生徒については学校の学習内容の予

習・復習を、中学校第３学年の生徒については学校の学習内容の予習・復習に加え、

入試対策となる演習問題を取り扱い、高等学校への進学の支援を目的とする。 

 

５ 業務内容 

（１）発注者との協議・調整のもと、中学校第１学年から第３学年向けに進路支援

に関する業務を実施すること。 

別紙１ 
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（２）進路支援に関する業務については対面講座の実施、ＩＣＴ教材による学習の

実施等を行うものとする。 

（３）進路支援に関する業務等については、受注者は発注者から提示された名簿を

もとに実施すること。進路支援に関する講座等の募集については発注者が行う

ものとする。 

 

６ 対面講座 

（１）中学校第１学年・第２学年向け対面講座の詳細は以下のとおりとする。 

目 的 高等学校進学を見据え、学校の学習内容の予習・復習を行い、学

校の成績の向上を目的とする。 

講座実施日 ６月下旬から３月春季休業開始前日まで 

※土日祝、都民の日、夏季・冬季休業期間を除く。 

 講座実施日程は別紙１－１「第１学年・第２学年スケジュール」

のとおり 

講座時間 ・平日２日間×２会場 

１教科７０分×２コマ/日 

午後６時から午後８時３０分まで 

１時間目：午後６時００分～午後７時１０分 

（休憩） 午後７時１０分～午後７時２０分 

２時間目：午後７時２０分～午後８時３０分 

 

講座時間割は別紙１「令和６年度対面講座時間割」のとおり 

実施教科 ４教科（社会・数学・理科・英語） 

実施場所及び

受講人数 

三田中学校（第１学年２５名程度の１クラス、第２学年２５名程

度の１クラス） 

青山中学校（第１学年２５名程度の１クラス、第２学年２５名程

度の１クラス） 

※項番３に記載のとおり所属校別の編成とする。 

   

（２）中学校第３学年向け対面講座の詳細については以下のとおりとする。 

目 的 学校の学習内容の予習・復習に加え、入試対策となる演習問題を

取り扱い、高等学校への進学を目的とする。 

講座実施日 ６月下旬から２月の都立高校入試前日まで 

※日曜日、祝日、都民の日を除く。 

講座実施日程は別紙１－２「第３学年スケジュール」のとおり 

講座時間 ・平日２日間×１会場 

 １教科７０分×２コマ/日 

午後６時から午後８時３０分まで 

１時間目：午後６時００分～午後７時１０分 

（休憩） 午後７時１０分～午後７時２０分 

２時間目：午後７時２０分～午後８時３０分 
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・土曜日×１会場 

 １教科７０分×４コマ/日 

午後１時から午後６時１０分まで 

１時間目：午後１時００分～午後２時１０分 

（休憩） 午後２時１０分～午後２時２０分 

２時間目：午後２時２０分～午後３時３０分 

（休憩） 午後３時３０分～午後３時４０分 

３時間目：午後３時４０分～午後４時５０分 

（休憩） 午後４時５０分～午後５時００分 

４時間目：午後５時００分～午後６時１０分 

 

講座時間割は別紙１「令和６年度対面講座時間割」のとおり 

実施教科 ５教科（国語・社会・数学・理科・英語） 

実施場所及び

受講人数 

三田中学校（１クラス３０名程度の２クラス編成） 

※学力別の編成とする。 

長期休業期間 夏季休業期間及び冬季休業期間に各科目４コマずつの特別講習

を実施すること。 

 

（３）各クラスに講師及び補助講師(以下「講師等」という。)を配置し、ティーム・

ティーチング形式で学習指導を実施すること。また、講師と補助講師の兼務は不

可とする。なお、講師等は講座を通して同一の者が担当すること。やむを得ず交

代する場合には、事前に発注者の承認を得ること。 

（４）講座開始前には事前説明会を１時間程度実施すること。説明会については以下

の内容を含んだ内容とし、発注者と協議のうえ決定すること。 

  ア 年間スケジュール 

  イ 生徒の入退室の管理方法 

  ウ 保護者との欠席連絡 

（５）クラス編成を行うにあたり、受講希望者に対して５月中旬から下旬頃に選抜テ

ストの実施を行うこと。選抜テストを行うことで、受講希望者の中から、中学校

第１学年・第２学年の生徒は、５０名（２５名×２クラス）程度の受講者を決定

すること。中学校第３学年は６０名（３０名×２クラス）程度の受講者を決定し、

さらに学力別にクラスを編成すること。 

クラス編成後、別紙１－１及び別紙１－２のスケジュールのとおり実施できる

ようにすること。 

（６）年度途中で受講上限人数に達していない場合は、区立中学校在籍生徒のうち、

希望する生徒全員を対象に９月下旬頃に追加の受講者を決定するための選抜テ

ストを実施する。テストの内容については、クラス編成の際の選抜テストと内容

が異なるものとする。中学校第３学年については、追加の受講者を決定する選抜
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テストにおいて、個々の生徒の学力に合った講座を受講できるようにクラスの入

替テストを兼ねるものとする。テストの内容や実施方法については発注者と協議

の上、決定する。 

（７）対面講座の内容に沿った講座内で使用する教材と、家庭において自主学習を行

う際の教材を作成すること。教材については、受講者の進路に寄り添ったものと

なるようにすること。なお、事前に発注者に提出し、承諾を得ること。 

（８）履行場所においては、各講座実施開始時間の３０分前から準備を行い、午後

９時までに撤収すること。なお、事前の調整や当日の実施について、学校現場

に負担がかからないように十分配慮すること。 

（９）各教室で使用する物品、消耗品等を用意すること。ただし、履行場所に設置し

てある黒板、机、椅子については使用できるものとする。 

（１０）受注者は、会場責任者を配置し、以下のことを担当させること。 

ア 受講する生徒の安全確保、事故防止に向けて、講師等の指揮監督をすること。 

イ 不測の事態等に際し、講師等に対し適切に指揮すること。 

ウ その他、全体を統括すること。 

（１１）受注者は、生徒の出欠管理及び必要に応じ生徒・保護者との連絡等の職務を 

行うための専用回線を設置すること。 

（１２）受注者は、以下のとおり入退室・出欠席・休講等の連絡及び対応を行うも

のとする。 

ア 受注者は、受講者の出欠席の把握を行い、必要に応じて受講者及びその保 

護者への確認を行い、トラブルが生じないようにすること。 

イ 受注者は、受講者の入退室時間の管理を行い、受講者の保護者が確認でき 

 る仕組みを整えること。 

ウ 発注者は、以下の事由により学習講座の実施が出来ないと判断した時点 

 で受注者に連絡し、受注者は学習講座の実施を中止するものとする。 

（ア）自然災害（台風・大雨・降雪その他）等による休講等 

（イ）感染症等による休講等 

（ウ）発注者の責に帰さない不測の事態により、多数の生徒が学習講座を受講

できない場合 

（１３）上記（１２）ウ（ア）から（ウ）までの事由又はその他やむを得ない事

情により学習講座の実施を中止した場合、発注者及び学校と受注者での協

議の上、実施日を変更できるものとする。 

 

７ ＩＣＴ教材による学習 

（１）対象者 
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ア 対面講座ではなく、ＩＣＴ教材の配付を希望する生徒 

イ 選抜テスト受験者のうち、対面講座から外れた者でＩＣＴ教材での学習を 

希望する生徒 

（２）配付人数 

中学校第１学年から第３学年までの１００名程度を上限とする。 

（３）教科 

   対面講座と同様に、中学校第１学年・第２学年は英語・数学・理科・社会の

４教科、中学校第３学年は英語・数学・理科・社会・国語の５教科とする。 

（４）その他 

   学校の学習内容や入試対策に繋がる受注者が制作した独自のものを提供し、

港区教育委員会が貸与しているＧＩＧＡスクール端末（ｉＰａｄ）で使用が可

能なアプリケーションもしくはクラウドサービスの教材であることとする。 

ＩＣＴ教材を配付した生徒の学習状況について把握し、必要な場合は発注者

に提示すること。 

 

８ その他 

（１）対面講座を受講する生徒もしくはＩＣＴ教材による学習を行う生徒に対して

進学志望校を事前に聞き取り、目標の志望校対策を内容に取り入れること。 

（２）３月中に対面講座とＩＣＴ教材の満足度や進学先を確認するアンケートを実施

し、発注者に集計結果を報告する。なお、アンケートの詳細については、実施前

に発注者と協議を行う。 

（３）受注者は、生徒から高校進学に向けた学習の進め方についての相談があった

場合は、進学に役立つ都立高等学校の入試制度や志望校を選択するための情報提

供、学習方法に対する助言などを行うこと。なお、生徒からの相談内容について

は個人情報の管理に十分留意するとともに、適宜、発注者に報告すること。 

 

９ 受注者の要件等 

（１）受注者の要件 

   受注者はプライバシーマークを取得していること。 

（２）会場責任者の条件 

  ア 会場責任者は、心身ともに健康であること。 

  イ 会場責任者は、不測の事態等に際し、講師を指揮できる力量を有している

者とする。 

ウ 会場責任者としての資質向上のための研修は、受注者が責任をもって実施す 

ること。 
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研修は最低でも講座開始前に１回、講座期間中に２回以上実施すること。 

 エ 受注者は、会場責任者に契約内容について十分に説明し、施設で問題が起き 

ることがないよう、留意すること。また、施設での運営において、会場責任者 

としての業務履行状況が不適切な場合には、速やかに代替の会場責任者を配置 

すること。 

（３）受注者は、資質向上のための研修を講師について行うこと。 

（４）受注者は、受講者の有事に備え、事業利用のための保険に加入すること。保険

の範囲は、受講者が本事業参加のために自宅等を出てから、帰るまでとする。   

また、保険の種類、金額、範囲は、特別区自治体総合賠償責任保険（別紙３ 

参照）に準ずるものとしたうえで、保険の範囲について、受講者に対して事前 

に説明をし、了解を得ること。 

（５）受注者は、関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において 

適切に行うこと。 

（６）受注者は業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び 

期間満了後においても同様とする。 

（７）受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消 

の推進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。 

（８）受注者は、個人情報について、別紙２「個人情報等取扱いに関する特記事項」 

を遵守すること。 

（９）受注者は、業務履行の際に生じたごみ等については適切に処理すること。 

（１０）受注者は「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。

また、ハラスメントが発生した場合、発注者と連携して適切に対応すること。 

（１１）受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷 

惑の防止に関する条例」（平成９年港区条例第４２号）第９条に規定するみなと 

タバコルールを遵守すること。 

（１２）受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、 

あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。 

（１３）受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー対 

策に努めること。 

 

１０ 業務実施計画書及び業務実施報告書の提出 

（１）業務実施計画書 

  ア 受注者は、業務実施に当たり、実施方法等を記載した業務実施計画書を契 

約開始後、発注者に速やかに提出し、承認を得ること。 

  イ 受注者は、上記アにより提出した内容を変更する場合は、発注者の承諾を 
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得なければならないものとする。なお、発注者の承諾を得て変更する場合、 

新たな業務実施計画書を速やかに提出するものとする。 

（２）業務実施報告書 

  ア 月次報告書 

１か月毎の業務実施報告書（１部）を、翌月１０日までに提出すること。 

対象生徒の学習状況の記録を提出すること。 

  イ 全体報告書 

    本業務の履行を完了した後、本業務全体の実施報告書（関連資料を含む。） 

   を提出すること。 

 

１１ 支払方法 

（１）６（７）及び７の教材については、１人当たりの単価契約とする。それ以外に

ついては総価契約とする。 

（２）指導業務に必要な教材等一切の諸経費は委託料に含むものとする。 

（３）契約代金は、各月の履行確認後、受注者からの書面による請求に基づき、支払 

  うものとする。 

 

１２ 環境により良い自動車利用 

（１）本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と

安全を確保する環境に関する条例（平成１２年東京都条例第２１５号）の規定に

基づき、次の事項を遵守すること。 

ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量 

 の削減等に関する特別措置法（平成４年法律第７０号）の対策地域内で登録 

可能な自動車利用に努めること。 

（２）電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。電動車とは、電気 

自動車（ＥＶ）、プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）、燃料電池自動車（Ｆ 

ＣＶ）、ハイブリッド自動車（ＨＶ）の総称を指す。 

（３）適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少

装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、

又は提出すること。 

（４）本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表

示に係るガイドライン（平成２９年３月１６日付改正２８環改車第７９０号）」

に規定する評価基準Ａランク以上の車両を供給すること。 
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１３  その他 

本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議の上

決定する。 

 

１４ 担当 

  港区教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課 電話 03-5422-1541 



別紙１　令和６年度対面講座時間割

【平日スケジュール】 【土曜日スケジュール】

１時間目：午後６時００分～午後７時１０分 １時間目：午後１時００分～午後２時１０分

（休憩）　午後７時１０分～午後７時２０分 （休憩）　午後２時１０分～午後２時２０分

２時間目：午後７時２０分～午後８時３０分 ２時間目：午後２時２０分～午後３時３０分

（休憩）　午後３時３０分～午後３時４０分

３時間目：午後３時４０分～午後４時５０分

（休憩）　午後４時５０分～午後５時００分

４時間目：午後５時００分～午後６時１０分

第１学年・第２学年（青山中学校）

１年 ２年 １年 ２年 １年 ２年 １年 ２年 １年 ２年 １年 ２年 １年 ２年

１時間目 英語 社会 数学 理科

２時間目 社会 英語 理科 数学

第１学年・第２学年（三田中学校）

１年 ２年 １年 ２年 １年 ２年 １年 ２年 １年 ２年 １年 ２年 １年 ２年

１時間目 英語 社会 数学 理科

２時間目 社会 英語 理科 数学

第３学年

３年① ３年② ３年① ３年② ３年① ３年② ３年① ３年② ３年① ３年② ３年① ３年② ３年① ３年②

１時間目 英語 社会 理科 数学 国語 （自習）

２時間目 社会 英語 数学 理科 数学 国語

３時間目 英語 数学

４時間目 （自習） 英語

日

× × × × ×

月 火 水 木 金 土

日

× × × × ×

月 火 水 木 金 土

× ×

×

月 火 水

×

日

× ×

木 金 土



別紙１－１　第１学年・第２学年スケジュール

実施なし 257 日

（火） 27 日

（水）英語・社会（三田） 27 日

（木）理科・数学（青山） 27 日

（金）理科・数学（三田） 27 日

４月 ５月 ６月 ７月

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

８月 ９月 １０月 １１月

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

30

１２月 １月 ２月 ３月

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 1 2 3 4 5 1 2 1 2

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30

30 31 31

英語・社会（青山）



別紙１‐２　第３学年スケジュール

実施なし 294 日

（火）英語・社会 24 日

（木）理科・数学 24 日

（土）英語・数学・国語 23 日

４月 ５月 ６月 ７月

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

８月 ９月 １０月 １１月

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

30

１２月 １月 ２月 ３月

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 1 2 3 4 5 1 2 1 2

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30

30 31 31



 

 

別紙２ 

 

個人情報等取扱いに関する特記事項 

                         令和５年４月１日改正 

 

（基本的事項） 

第１条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務

を処理するための個人情報の取扱いに当たっては､個人情報の保護に関す

る法律(平成１５年法律第５７号)、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律(平成２５年法律第２７号)、港区個人

情報の保護に関する法律施行条例（令和４年港区条例第５３号）及び港区

議会の個人情報の保護に関する条例（令和４年港区条例第６７号）を遵守

し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密保持等の義務） 

第２条 受注者は、この契約により受託した事務に関して知り得た個人情報

をみだりに他人に知らせてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も

同様とする。 

２ 受注者は、この契約により受託した事務に従事する者及び従事した者に

も、前項の義務を遵守させなければならない。 

（目的外利用等の禁止） 

第３条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を委託され

た事務以外の用途に利用してはならない。 

２ 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を第三者に提供

し、又は譲渡してはならない。 

（再委託） 

第４条 受注者は、この契約により受託した事務の一部を第三者に再委託

する必要がある場合は、あらかじめ発注者に通知し、承諾を得なければ

ならない。 

２ 受注者は、この契約により受託した事務について前項の規定により第

三者に再委託する場合は、この契約により求められる安全管理措置と同

等の措置を講ずることができる事業者を再委託先とし、この契約と同等

の安全管理措置を義務付ける再委託契約を結ばなければならない。ま

た、受注者は再委託先に対して適切な監督を行い、発注者の求めに応じ

て、その状況を報告しなければならない。 

３ 前２項の規定は、再委託先が受注者の子会社（会社法（平成１７ 年法

律第８６ 号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場

合も同様とする。 

（複写、複製等の禁止） 

第５条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を発注者の



 

 

許可なく複写し、又は複製してはならない。 

２ 受注者は、この契約により受託した事務の範囲を越えて、個人情報の加

工、再生等をしてはならない。 

（個人情報の安全管理措置） 

第６条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情

報の安全な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（事故発生時等における報告及び対応の義務） 

第７条 受注者は、個人情報の漏えいその他の個人情報の保護に関する事故

が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに発注

者に通知し、当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況を書面

をもって発注者に報告しなければならない。また、受注者は、情報セキュ

リティにおいて問題が発生した場合は、検査、セキュリティ監査等の実地

調査に対応しなければならない。 

（返還及び廃棄の義務） 

第８条 受注者は、この契約により受託した事務が完了したとき又はこの契

約が解除されたときは、受託した事務に係る個人情報を速やかに発注者に

返還しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該個人情報を発注者の指示に基

づき廃棄するときは、第三者の利用に供されることのないよう、電磁的記

録媒体の物理的な破壊、消去、溶解、裁断その他当該個人情報を判読不可

能とするために必要な措置を講じなければならない。 

（契約の解除、公表措置及び損害賠償義務） 

第９条 発注者は、受注者が個人情報等取扱いに関する特記事項に掲げる義

務に違反し、又は義務を怠った場合は、この契約を解除することができる。 

２ 前項の場合において、発注者は、その事実を公表することができる。 

３ 第一項の場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者はその損

害を賠償しなければならない。契約期間満了後も同様とする。 

（監査・検査への協力等） 

第１０条 発注者は、受注者がこの契約により受託した事務の処理に伴う個

人情報の取扱いについて、個人情報等取扱いに関する特記事項に基づき、

必要な措置を講じていることを確認するため、受注者に報告を求めること

ができる。 

２ 発注者は、受注者に通知し、個人情報の管理状況について監査・検査を

実施することができる。再委託先についても同様とする。  

（電磁的記録媒体の保管） 

第１１条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録し

た電磁的記録媒体を施錠して保管しなければならない。 

（電磁的記録媒体の搬送） 

第１２条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録し



 

 

た電磁的記録媒体を持ち出す場合は、電磁的記録の暗号化処理又はこれと

同等以上の保護措置を施し、専用ケース等に入れて施錠した上で、安全対

策を施して搬送しなければならない。 














